
事 務 所 通 信 

                                      平成２５年臨時号 

こんにちは、立川です。 

 いつもありがとうございます。 

  

 平成２５年度税制改正大綱（改正案）が、１月の終りに発表となりました。 

今回は、このうち、法人税、所得税に関する主なものを、とり急ぎまとめました。 

 

１．所得税の最高税率が上がります  

   

所得税の最高税率が上がります。 

現行： 課税所得が１，８００万円超の金額の税率  ４０％ 

改正案：課税所得が４，０００万円以下の金額の税率 ４０％ 

    課税所得が４，０００万円超の金額の税率  ４５％ 

 

個人の住民税の税率は１０％ですので、課税所得が４，０００万円超の金額の税率は、 

所得税と住民税を合わせて、５５％となります。 

  

なお、この改正は、平成２７年分以後の所得税について適用されます。 

 

２．生産等設備投資促進税制の創設  

 

国内の設備投資を促進するための制度が新設されます。 

青色申告法人、青色申告の個人事業者が、国内の生産設備のうち、機械装置を取得し

て業務に使った場合、一定の条件を満たすと、その機械装置の取得価額の３０％の特別

償却か、法人税額（または所得税額）から３％の税額控除ができることとなります。 

  ただし、税額控除は、当期の法人税額（または所得税額）の２０％が限度とされます。 

   

一定の条件とは、 

① 国内での生産設備への年間投資額が、当期の減価償却額をこえること 

② 国内での生産設備への年間投資額が、前期の生産設備の取得価額の１１０％を超

えることです。 

   

この制度は、平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日までの間に開始する事業

年度について適用されます。 

 

 



３．商業・サ－ビス業・農林水産業を営む中小企業等の支援措置の創設  

   

商業・サービス業・農林水産業の中小企業の経営改善に向けた設備投資を促進するた

めに減税措置が創設されます。 

  条件としては、商工会議所などの指導や助言を受けて行う店舗改修に伴う器具備品、

建物附属設備の取得です。 

 

資本金が３，０００万円以下の青色申告法人、青色申告の個人事業者は、取得価額の

３０％の特別償却か、法人税額（または所得税額）から７％の税額控除の選択ができる

ことになります。 

ただし、税額控除は、当期の法人税額（または所得税額）の２０％が限度とされます。 

 

そして、対象となる器具備品は、1点の取得価額が 30万円以上のものです。 

  また、対象となる建物附属設備は、１点の取得価額が 60万円以上のものです。 

 

この制度は、中小企業等が平成２５年４月１日以後に取得する建物附属設備、器具 

備品について適用されます。 

  

４．所得拡大促進税制の創設  

   

給与の増加に対する税額控除が創設されます。青色申告法人、青色申告の個人事業者

が対象となります。 

一定の条件を満たすと、その給与の支給増加額の１０％が法人税額（または所得税額）

から税額控除できるというものです。 

  ただし、税額控除額は、当期の法人税額（または所得税額）の１０％（中小企業は 

２０％）が限度とされます。 

   

適用のための条件は、 

① 基準年度（適用初年度の前年度）と比較して５％以上給与等支給額が増加してい

ること 

② 給与等支給額が前期を下回らないこと 

③ 平均給与等支給額が前期を下回らないことです。 

   

この制度は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に開始する事業

年度について適用されます。 

   

また、この制度は、雇用促進税制との選択適用となります。 

 



５．雇用促進税制の拡充  

 

青色申告法人、青色申告の個人事業者が、所定の条件の下に、従業員を増やした場合

には、その増やした従業員につき、一人あたり原則として２０万円を、法人税額（また

は所得税額）から控除できる制度があります。 

ただし、当期の法人税額（または所得税額）の１０％（中小企業は２０％）が 

控除限度額とされます。 

 

適用のための条件は、  

① 公共職業安定所に雇用促進計画の届出を行うこと 

  ② 平成２３年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に開始する決算期に、前

期末と比較して、雇用保険一般被保険者が１０％以上、かつ、５人以上（中小企業

では２人以上）増加したことの公共職業安定所の確認を受けたこと 

   

青色申告法人には、法人税だけでなく、法人住民税からもその増やした従業員につき、

一人あたり原則として２０万円を控除できる制度があります。 

 

今回の改正で、税額控除額を増加雇用者一人当たり４０万円に引き上げられます。 

 

また、この制度は、所得拡大促進税制との選択適用となります。 

 

６．中小企業の交際費の損金算入制度の特例  

 

資本金が１億円以下の法人の交際費についての改正案が出ました。  

現行： 年間６００万円で、損金不算入措置が１０％ 

改正案：年間８００万円に引き上げ、損金不算入措置が廃止となります。 

 

「損金不算入措置が１０％」とは、年間６００万円までの使った交際費を、利益に 

加算して、法人税等の課税対象とされるという意味です。 

今回の改正で、年間８００万円以下の交際費を全額損金算入できることになります。 

 

この制度ですが、いつの決算期から適用になるのかは、平成２５年度税制改正大綱に

記載がありません。 

   

（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間に開始する決算期から、 

対象となります。） 

 

 



７．環境関連投資促進税制の拡充  

   

  太陽光・風力発電設備の即時償却制度が２年延長されます。 

対象設備に省エネ設備であるコージェネレ－ション設備が追加されます。 

そして、対象設備から補助金の交付を受けて取得した設備が除外されます。 

 

即時償却とは、取得して業務に使った日に全額経費処理できるという制度です。 

 

また、太陽光・風力発電設備以外の設備の特別償却、税額控除制度についても、対象 

設備が見直されたうえで、適用期間が２年延長されます。 

 

８．同族会社が発行した社債利子で役員等が支払を受けるものについて  

   

同族会社が発行した社債（いわゆる私募債）の利子で、役員等が支払を受けるものに

ついて、課税が強化されます。 

  現行は、会社が２０％の源泉をして、課税が完結しています。 

  改正案では、総合課税の対象となります。 

つまり、一律２０％の課税であったものが、最高で所得税・住民税あわせて５５％の

税率での課税となるのです。 

 

  この改正は、平成２８年１月１日以後に支払をする社債の利子からの適用になります。 

 

                             （代 表  立 川 勝 一） 

 


